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従来．港・港湾は貨物流通の結節点として貨物の集荷・配送の場として機

能してきた。とりわけ貿易貨物の流通においては国際運送＝海上運送と圏内

運送＝陸上運送を連結させ．貨物集積の場と して経済的機能を発揮し，かっ．

貿易貨物の取り扱いにおいては公安・治安および社会風俗上の取締の場とし

ても機能しているのである。特に貿易貨物（外国貨物）の集積の場として関

税法の指定する開港は貨物流通の場としてのみならず，国家の安寧秩序の観

点、からみても果たす役割は大きいのである。

製品輸入の増加・拡大は港湾に相当な影響をおよほすのである。従来，我

が固においては，港湾．とりわけ開港（貿易港）は輸出主導型であったと言

えよう。従って，輸出向け貨物の保管・管理のための施設・設備は整備され，

港湾業者にあっても．貨物取り扱いの技術は優れており貨物取り扱い上の事故

発生は僅少であるが．一方，輸入で・はノイノレク貨物か主体である乙とから製品貨

物の保管・管理の為の施設整備は不十分であった。現在，製品輸入が増加する
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状況の中で輸入製品の保管・管理か十分iζ為しうる施設・設備の整備が必要で

あると同時に港湾業者としても，乙の製品輸入増lζ対応しなければならない。

乙の乙とは港湾業者としては単に従来通りの港湾貨物の取扱い．すなわち．

港湾内のみでの貨物荷役機能を果たすのみでは港湾業者＝港湾産業としての存

立が困難になるものと思料される。貿易構造の変化lζ対応する新たな機能なり

役割を港湾業者か演じてし、かなければ，その将来的存続は望めないのではない

だろうか。そ乙で本稿では製品輸入の増加状況と，乙れに伴う輸入構造の変化

に対応すべき港湾産業＝港湾業者の今後の役割について展望したいと考える。

1 .輸入構造の変化と製品輸入

(1). 製品輸入の増加とその背景

近年．我か国の貿易構造は製品輸出主導型から消費財．生活用品を中心と

した製品輸入型へと大きく変化しつつある。大幅な貿易黒字を生み出してい

る現状改善のため輸入拡大．とりわけ製品輸入の拡大振興か国策と しても計

られ，その結果，数年前までは製品輸入比率か25%から30%程度にすぎなかっ

たものだが。 1991初頭では50.3%へと僅か2～3年内で2倍の輸入増加を実

現した。乙れほどの増加率であっても欧米諸国の70%～80%の輸入比率とは

相当な格差があり，乙乙l乙欧米諸国，とりわけアメ リカ，フランスなどから

市場開放，製品輸入のより一層の拡大を強く要求する理由か存している。

周知の通り ，我が国は加工貿易構造の下で鉄鋼．石炭．穀物などのパjレク・

カーコを主体lと輸入する産業構造を構築して来た結果．輸入iζ占める原材料

の輸入額は勿論，数量においても圧倒的に輸出を上回り輸出入量の割合は輸

出］に対し輸入8ともなり輸出入量のインバランスは余りにも著しいのであ

る。また輸入内容を製品と原材料に分けて金鎖的に見ると原材料の占める割

合が70%から80%にも達していたのである最近に至って骨折く製品輸入比率が

急伸したが，内需拡大の呼び声の下iζ新しい取引形態が出現した。例えば，

消費者による輸入品の使用・消費のためには個人輸入．あるいは逆輸入や再

輸入，更にはOE M生産による開発輸入，そ して伝統的輸入取引に対抗する

取引形態として並行輸入といった多角的な輸入ルートが開拓され外国商品・
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製品の輸入拡大lζ拍車をかけたのである。輸出では重厚長大型貨物から軽薄

短小型製品・部品の取引構造の大変革かみられ，鉄鋼．船舶等の輸出から半

導体を中心とする付加価値の高い製品輸出へと輸出構造か大きく変化してき

た。乙の輸出構造の変革ICJilfl応するかの如く，輸入振興に伴う製品輸入か一

段と増加したのであった。

我が国の輸入構造lζ大きな変化をもたらしたのは1985年後半期以降から始

まった大幅な円高であった。石油ショックを境にして ドルの価値は下落し始

めたが，70年後半には lドノレ190円から170円へと著しく円高になった。 80

年前半では200円台の為替相場を推移したが， 80年代後半に入ると再び円高

が進行し， 1990年には135円から140円の振幅を示しながら相場は大きく動

いているのである。円高の進行は輸入価格を下落させる経済的効果を生じさ

せる。 したがって圏内価格に比して有利な輸入価格で製品輸入を図る乙とが

できる。円高の効果は特にアジア地域からの輸入に著しく影響をおよほし，

製品や食料品などの普及品である消費財の輸入増加をもたらしている。輸入

消費財の加工は圏内ではあまり行われないため，原材料や中間財の輸入と比

較すると，輸入価格の安価さが価格競争力を直接lζ発揮じ！）小売価格lζ反映

されて，それだけに消費財を主流に した製品輸入か著しく増加する要因とも

なる。

従来では，商社を主とした輸入jレートでの製品輸入であったが．最近では．

大型小売店や流通業者による．いわゆる開発輸入 COEM生産による製品輸

入）か増えており，国産品よりはるかに安価な外国製品が存在し輸入される

乙とが製品輸入拡大の大きな要因と背景になっている。

(2）.輸入額と製品輸入比率の推移

総輸入額と製品輸入額の推移をみると製品輸入比率か一貫して伸びており．

1980年では輸入総額1405億 ドルに対し，製品輸入比率は僅か22.9%の低率に

すぎなかったが， 1988年には輸入総額1873億ドノレのうち製品輸入額か918億

ドjレiζ達し． その製品輸入比率は49%に上昇した。乙の聞の総輸入額の伸び

は約33%であるが．製品輸入比率の伸びは著しく2.13倍にも達し，製品輸入

額においても約2.8倍の増加を示したのである。伸び率でみると製品，食料
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品，原材料等の伸び率か高く ，鉱物性燃料は低下の傾向にあった。乙の中で

も製品の伸び率をみると85年lとは前年度l乙比してマイナスの伸び率になった

ものの それ以降で、は30%から40%近い伸び率を示し製品輸入の伸び率か一

段と顕著であった。とりわけ88年における商品別増加率をみると食料品17.8

%，原材料15.9%，鉱物性燃料マイナス2.1%であったのに対して 製品の

伸び率は68.4%におよび．製品輸入か総輸入額の著しい増加に大きく寄与し

ているのである（；｝そして.90年には製品輸入比率は50.3%に増加した。しか

し．アメリカ． ドイツ等の先進諸国の製品輸入比率は70%から80%の高率で

ある。また．国民 l人当たりの製品輸入額をみると日本434ドノレ，アメリカ

1229ドJレ． ドイツ2179ドル，カナタ2714ドルで，アメリカの 3分の 1. ドイ

ツの5分の 1.カナダの6分の llζすぎず，著しく低額の輸入状況となって

いる。ただ． 一言，言及するならば，製品輸入の動向はは食糧自給状況や資

源の供給状況および周辺工業国の有無等に大きく左右されるものである？｝

また，我が国の場合，原材料や鋼物性燃料の輸入額かフランス，ドイツ，イ

ギリス等lζ比べて2倍から3.5倍に達している乙 とから製品輸入比率か先進

諸国の製品輸入比率に及ばない理由か存しているものである。

増加する製品輸入の中で欧米諸国からはハイテク製品，付加価値の高い製

品および高級品のブランド製品等か主として輸入されている。例えば．アメ

リカからは航空機． コンビューターや集積回路か高いシェアーを占め， ドイ

ツからは乗用車．顔料，染料，医療品，インク類，イギリスからは乗用車，

金や白金の一次製品，フランスからはヘリコプタ ー，核燃料，美術骨董品等

の製品が列挙される。

乙れに対して，アジアNIES. ASEAN.中国からは労働集約型製品．

日用品および汎用品等．主として低コス卜を生かした廉価品か主流をなして

いる。具体例としては厚板，傘．ラジオ受信機，衣料品類， 貴石 ・半貴石な

どである。

以上のように，我が国の製品輸入は欧米諸国とアジアからの輸入という輸

入先によって2極分化された状況を呈しており，いずれの地域からの輸入も

著しい増加を続けているのである。
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表 1 製品輸入 ②

通商白書 （平成3年度）より転用。

（百万ドル）

BO 85 86 87 BB 
126, 40B I 

止ま 輸 入
140, 52B 129,539 149, 515 1B7, 354 
( 27.0) (.A.5. 1) (.A.2.4) ( 18.3) ( 25. 3) 

製 ロロロ
32, 110 40, 157 52, 7Bl 65, 961 91. 838 
( 11. 6) (.Al. 1) ( 31. 4) ( 25. 0) ( 39. 2) 

ーーー ー ， ．ー ， - - －ー・ ーー

食料品
14, 666 15, 547 19, 1B6 22, 395 29. 120 
( 1. 7) (.A.3. 0) ( 23. 4) ( 16. 7) ( 30.0) 

＋ ・‘ ー...‘ ・ー－ ‘ ・． ．

原材料
23, 761 18, 045 17,537 22, 022 2B,040 
( 7. 1) (.A.7. 6) (.A.2. B) ( 25._ 6) ( 27 .. 3) 

鉱物性燃料
69, 991 55, 790 36, 904 39, 137 38, 356 
( 54. 6) (.A.7. 5) (.A 33. 9) ( 6. 1) (.A.2. 0) 
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(3）.企業戦略と個人消費lζ組み込まれる製品輸入

円高が輸入促進にインパク 卜を与え，輸入製品の価格下落の効果が現れた

乙とである。円高乙そが直接的影響を及ぼしたと考えられる一方．更には，

日本企業による海外への直接投資lζ伴う開発輸入による製品輸入やアジアN-

I E Sを中心とした東南アジア諸国の工業化の進展による工業力の上昇の結

果，日本との分業体制（水平分業）か進展・確立されたとと，積極的な外国

企業の対日輸出策や我か国の輸入促進策の効果，さらには，白本の旺盛な内

需による経済成長に伴う海外製品の調達などが製品輸入増加の要因として挙

げられるのであるつ）

日本企業による海外直接投資の増大や開発輸入の拡大．とりわけ，アジア

からの製品調達や逆輸入か増大している乙とは，日本企業の経営のグローパ

ノレ化戦略に製品輸入政策が組み込まれ．企業の国際分業あるいは企業内分業

を一段と進展させ，一層に製品輸入の増加に拍車をかけているのである。

日本企業，とりわけ， 製造業の輸入戦略への取り組みをみると輸入拡大を

図ろうとする企業か6割強にもおよぶのである（通産省調べ）

乙のように企業か経営戦略として製品輸入を活用する要因としては，（1)85

年以降の円高行進によって，コスト面からみて海外から部品・資材等を調達・

輸入した方が有利になったこと，（2）企業の海外進出にともない海外生産が本

格的lζ稼働し始めた乙とにより逆輸入が行われるようになった乙と，（3）外国

企業（主としてアジア系）の技術水準の向上により，積極的に外国企業の生

産した製品の利用が可能となり，部品や中間財等を自社の生産工程iζ組み入

れるようになった乙と，（4）貿易摩擦の回避およひ、国際協調を目的として企業

が自ら積極的に輸入拡大政策を立案して製品輸入の拡大に取り組んでいる乙

とであるア

特lζ．製造業においては「コス卜面での有利さJが輸入を拡大する最大の

理由として挙げられるが，さらには，輸入品の品質に対する信用度が高くなっ

た乙とや，海外進出した関連企業からの調達・輸入等も挙げられる。

外国企業の技術水準の向上や日本企業の海外進出にともなう海外生産体制

は水平分業化を実現させる乙とである。その結果，外国企業及び海外生産拠
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点から完成品の輸入増加をもたらすのである。地域的lζみるとアジアNI E-

乙の地域の企業，ASEA N諸国からの輸入増加が目立つのであるが．s. 

とりわけ，製造業の技術力向上にともない，我が国の企業が現地地場企業に

その製品輸入を図る企業か増対して委託生産．いわゆるOE M生産を行い，

大していることが製品輸入増加に寄与しているのである。

乙のうち自社逆輸入を行う企業は海外進出企業のうち約半数近くもある。

の海外生産拠点からの逆輸入やOE M生産により自社のブラン ド名を付けた

製品を輸入する企業が全体の約9害lj弱にもおよぶのである。

図 2 我が国製造業における輸入1広大への取り組み
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(4）.製品輸入拡大の諸施策
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輸出関連企業にあっても国際協調の立場や貿易摩擦回避を目的として海外

lζ生産拠点を移動させる方向にある。その結果，我が国からの輸出減を図る

一方，部品，資材等の輸入を拡大する中長期的な戦略を展開しようとする企

したがって，今後一層に我が国の輸入は拡大する傾向業が増加しつつある。

にあり，その中でも製品輸入の拡大には官民挙げての取り組みが行われてい

乙の動向iと対し積極

的な輸入促進策が施されている。促進策の幾っかを挙げると次の通りである（：）

ることから一段と輸入増加が行進することであろうか，

4品目の関

(1）関税の引下げおよび撤廃

工業品を中心とする90年4月に1004品目の関税が撤廃され，
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税引き下げが実施された。

(2）製品輸入促進税制の創設

流通業者．製造業者l乙対する税制面での優遇措置。流通業者lとは製品輸

入の増加傾の20%を限度とする輸入製品国内市場開拓準備金の積み立ての

取り崩しの承認。製造業者lζは製品輸入増加額の 5%の税額控除もしくは

製造用機械に対する10%または20%の割増償却の選択の承認。

(3）輸入促進のための政策金融の拡充

日本開発銀行および日本輸出入銀行による輸入関連施設や対日直接投資

へ融資の拡充および製品輸入についての外国の輸出企業への直接融資。

(4）輸入拡大予算の拡充

欧米諸国への対日輸出商品発掘専門家の派遣および市場適合商品の発掘．

輸入関連施設の整備，例えば．輸入総合ターミナJレを主要港に整備し輸入

貨物lζ関する物流サービス，商品展示や販売サービスの提供。

上述のごとく．幾つかの輸入促進策か実施されて製品輸入比率の著しい伸

びを実現したわけであるが，同時に多様な輸入ノレートが開拓された乙とか製

品輸入の増加を押し上げた要因でもある。従来．輸入ノレートとしては商社を

経由する間接輸入と海外メーカー （輸出者）から委託を受けた販売代理店

（輸入総代理店あるいは販売店）による輸入であったが，最近では，（1）海外

メーカーと直接に接触しての直接輸入.(2)0E M生産に代表されるように商

品の仕様 ・規格等を海外メーカーに指示して製品輸入を行う開発輸入.(3）輸

入総代理店を経由せずに第三国あるいは第三者を通して輸入する並行輸入等

の各種輸入ノレー トが設定され，商社，百貨店，スーパー，問屋等の，いわゆ

る流通業者か各輸入Jレートを積極的lζ活用している。

新しい輸入ルートには取引上のリスク負担およびサービス提供やノウハウ

不足についての懸念があるが，消費者の要望にあった商品提供を可能とし，

また．輸入品を安く流通させ得る利点を生み出している乙とから，旧来から

の輸入Jレートに加えて多様な輸入jレートが製品輸入の拡大iζ大きく貢献して

いると乙ろである。したがって今後，乙れら輸入ルートでの製品輸入は更に

拡大を続けることであり ，市場iζは消費者の好みに合った豊富な商品が流通
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し消費者に豊かな消費生活を実現してくれるものと期待されうる。

2.港湾運送事業の製品輸入増への対応化

(1).港湾運送事業の機能とその変化

製品輸入が拡大の方向にある乙とは記述した通りである。重厚長大型商品

取号｜から軽薄短小型商品取引へと取引形態か転換して来た。特lζ輸入におい

ては原材料主流型の輸入形態から製品輸入型の取引形態へと輸入構造の変容

が進行しているのである。乙のような様相の下で，港湾産業は輸入構造の変

化lζ対応すべき方策を講じなければならない。

今， 「港湾産業」なる語句を用いたが，港湾産業の概念については，乙乙

では，深く考察するつもりはなく ，かなり狭義の意味で港湾運送事業（者） ，

すなわち港運業（者）に限定しておきたし，1~ ）

港湾運送事業（者）は海上運送と陸上運送との結節点である港湾において

一つの事業主体および経営体として公共的役割を果たし，当事業か生産する

サービスを利用者lζ提供し利用者も乙のサービスを要求する乙とで運送貨物

が商品として価値を生み出し，また，貿易取引上の価値も生み出されるので

ある。そして．当事業は海上運送および貿易運送の補完的構能も果たしてい

るのである。実務的にみるならば，国際海上運送人（船社）や貿易商人（荷

主）に対し港湾サービス（貨物の適切な取り扱い，保管 ・管理および円滑な

受渡しなど）を提供する乙とで運送人や商人をして船舶等の適確な配船およ

び運航や正篠で適時の商品受渡しを可能にしているのである。

港湾運送事業は港湾という限られた場所で機能を果たし存立して来ている

が．港湾は商品流通と物流の連結点であるから して，乙の連結点lζ存立する

港湾運送事業は商品流通と物流の両分野で事業体として機能し得る可能性を

有しているものと考えられる。乙の分野において港湾運送事業が新しい機能

を果たす乙とで．従来からの港湾内のみでのサービス提供から脱出して新た

な総合的物流機能を果たす事業体として存続しうるのである。

従来，港湾運送事業は労働集約型ないしは依存型の荷役事業として位置付

けられると ζろでもあり，また，公共規制の下で公益サー ビスを提供する規
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制産業として存立してきたが？）乙の労働集約型ないしは依存型事業から資本

集約型事業へと変革を余儀なくされてきた。すなわち，総合物流業への展開

であるが変革を余儀なくされて来た背景には国際貨物運送形態の改革である

コンテナ化がある。貨物運送のコンテナ化は当然に港湾貨物の取り扱いにお

いてのコンテナ化でもあった。

(2）港湾運送事業のコンテナ化への対応

昭和43年に始まった海上運送革新はコンテナ化であったが，今日では世界

主要定期航路は殆どかコンテナ化されている。昭和45年ではコンテナ化率は

輸出では僅かに12.1%，輸入では5.3%に過ぎなかったが，昭和62年では輸

出で＇48.7%，輸入で30.1%となった。横浜港においては輸出では13.1%から

60.1%輸入では9.. 1%から57.1%へと著しくコンテナ化か押 し進められて来

ている。製品輸出型の貿易構造であった我か国の貿易状況からすれば．輸出

面でのコンテナ化率か輸入lζ比して一段と進行した乙とは当然であった。コ

ンテナ貨物として最も適しているのがロッ卜積みできる製品貨物であれば商

港として位置づけられる港湾のコンテナ化は急速に発達したのである。一方，

輸入においては原材料主体の海上運送である ζとからコンテナ化は進まなかっ

たのである。しかし， 今日，今後lζおいては製品輸入が拡大するに伴い輸入

面でのコンテナ化か益々進展するものと考えられる。 したがって，港湾運送

事業にあっても，乙のコンテナ化に対応しなければならない。勿論．輸入で

のコンテナ化か進行たとしても．コンテナ取り扱い，あるいはコンテナ荷役

のノウハウについては熟練し，輸出同様に適切かっ安全な荷役か遂行される

乙とは間違いない。効率的計画的なコンテナ作業が行われる乙とで

正砥．な輸入貨物の荷倒き ．流通が港湾の中でt実現する乙とlζなるので．あるが，

港湾内で．荷捌きされる貨物は出来るだけ迅速iζかつ完全iζ港湾を流通して目

的地あるいは荷受人への引渡しが行われなけれlまならない。ジャス ト・ イン ・

タイムの貨物流通を強く求めているのが今日の商業界である。荷主側からの

要請に応じた貨物取り扱し、から港湾の枠を抜け出し．積極的に貨物流通の需

要を掘り起乙して行かなければならない。

本来．港湾運送事業は他人の需要iζ応じて港湾荷役を行うものである（：｝し
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かし．乙の場合の需要はあくまでも輸出入貨物の本船への．あるいは本船か

らの受渡しにともなう港湾荷役を請負うもので，荷主側からの荷役委託lζ過

ぎないのである。したがって．かかる荷役作業は港湾内に止どまるにすぎな

い。コンテナ化の進行はポート・ツー・ポー卜からの運送からドアー・ツー・

ドアーの運送の複合化であるため，多様な運送サービスを荷主IL提供する乙

とが強く求められる。それ故』ζ，港湾運送事業においては港湾内を脱出して

倉庫地点にまで眼を向けた内陸志向の貨物流通機能を遂行しなければならな

し、。

(3）製品輸入への対応

製品輸入の増加は輸入港に到着した製品か迅速・円滑に消費市場に商流し

て行く乙とか強く要請される。 コンテナ埠頭に到着したコンテナ船からの荷

卸から市場への搬出．またはCF Sで‘テ‘パニングされた製品がいち早く消費

者の需要に応じるように港から持ち出される物流サービスか港湾に求められ

るのである。港湾から市場に向けての物流・商流か速やかに実現するために

は港湾運送事業の機能の拡大が否応なしに要求されるのである。まさに港湾

運送事業は港湾における物流の主体事業（者）である？したかつて 製品輸

入の増加に対して多様なサービスが輸入者や小売業者および消費者等から要

請されるのである。輸入通関，荷主別，地域別区分けおよび確実な荷渡しの

実行．かっ損害防止等lζ対して細心にして木目細かい貨物取扱いおよび諸手

続きの遂行である。製品輸入を阻害する要因として輸入関係者が指摘する乙

とは（1）輸入通関の面倒さ・煩雑さ，（2）輸入品の保管場所の散在や不明確さ，

(3）適切な保管 ・ 管理情報の提供不足等であ :Q（ ~l ） 乙れらの阻害要因を除去でき

るのは輸入製品の輸入港到着から小売・消費時点までの物流・商流サービス

が効率的lζ組み合わされ．一貫した製品流通が実現して乙そである。

製品輸入は産業構造および消費構造の高度化・多様化によって，より拡大

し少量・多品種で、軽薄短小の製品が，その輸入の対象となったのである。乙

のため，製品輸入者あるいは利用者．いわゆる荷主からの港湾運送事業iζ対

するニーズは多様化しているのである。輸入製品の運送・保管といった個別

的機能サービスは勿論，製品の在庫管理．流通加工および情報処理等のサー
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ビスを含む製品流通における一貫したトータJレな物流サービスの提供が期待

されるのである。多品種小口の輸入製品であればある程，無在庫＝即納化．

納期の指定＝ジャス卜 ・イン・タイムの納入化が要請されるのである（？｝乙う

した多様なサービスのニーズに対して港湾運送事業が呼応する ζと乙そが製

品輸入への対応化であり，経営構造の改革であり，また．経営の高度化を実

現し得るのである。

(4）.実現すべき具体的対応策

港湾運送事業が果たすべく具体的対応策として若干次の ζとか列挙される？

①輸入製品の保管 ・管理機能の拡充一一ス トックポイントの創設

製品輸入は多品種・小口の輸入である。乙の種製品の輸入時から荷主への

受け渡しまでの全区間および全期聞にわたる流通調整を行い，製品保管 ・管

理から需要に応じての流通加工および配送・ 受け渡しの機能を拡充する乙と

である。輸入製品は種類によるとしても．輸入通関手続きをはじめ検査・検

疫が実施される乙ともあるため．乙れら諸作業に応じ得る機能を果たし得る

ζとか求められる。乙のため．ーケ所iζ製品を集荷して製品輸入に必要とす

る一切の輸入物流作業（業務）が遂行され，製品の物流か円滑に行われる乙

とが必要である。乙のような機能を果たす施設を製品ストックポイン トと呼

ぶが．乙の施設で経営活動を展開する乙とか港湾運送事業にとっては新しい

事業を引き起乙す乙とになるのである。

②情報流通 ・管理の充実・拡充

適確な情報収集および提供乙そが円滑な製品輸入を実現させ得る。仕出固

における船積情報をはじめ，船舶動静，陸揚げ、．通関，在庫，保管，管理お

よび配送等の製品流通IC::関する一切の情報を収集かっ提供する乙とである。

多品種で・小口の製品を多頻度輸送するのが製品輸入であるため．情報管理の

整備 ・充実は港湾運送事業が総合物流業に進出する場合には不可欠な基態と

る。特lζ顧客へのサービス機能の拡充乙そが港湾運送事業の情報化の目的の

一つである。

①製品流通との連携

製品の生産iζ合わせて貨物を適確に運送し需要iζ応じて確実に配送する
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乙とが必要である。即ち生産と配送において時間の無駄を生じさせない乙と

である。ジャス卜・イン・タイムの納入・配送が可能となる物流システムを

構築する乙とが必要である。

輸入振興．とりわけ製品輸入の増大に伴い港湾での流通システムが組織化・

高度化される。ストックポイン 卜．流通加工．情報流通． 管理等の各機能の

充実・整備が図られる乙とで製品輸入は一段と促進される。同時に乙れら諸

機能を港湾運送事業が果し得るならば．当事業の高度化を促すものでもある。

正lζ新しいサービスとして港湾運送事業か顧客に対して提供すべきサービス

であり．乙れらの業務分野lζ進出する乙とか港湾機能の高度化ともなり，ま

た，港湾の発展にもなるのである。

結びに

製品輸入一輸入振興が輸入構造を変容させて来たが，乙の事象は単に貿易

問題だけでなく．港湾のあり方，港湾iζ存立する産業一港湾運送事業の質的

改革を余儀なくさせている。港湾は貨物通過の場であり，同時lζ集積の場で

もあるが，また情報収集の基地でもある。乙の場所iζ存在する産業一事業

は多角的な機能を果たし，サービスを提供する乙とか求められる。国際複

合運送の発展は輸出国の倉庫から輸入国の倉庫までの貨物運送lζ関する一

切の情報を入手・活用する乙とで確実で，かっ完全な運送．即ち貨物の受

渡しが実現しうるのである。国際運送人と して国際フォーワーダーが出現

し船社との緊密な連携の下iζ一貫運送が遂行されている。乙の国際フォー

ワーダーとして業務展開する乙とが今後の港湾運送事業の方向付けであろ

う。現時点で思料するなら．製品輸入増への対応として．内陸志向型の事

業経営を展開させ．記述したととき諸機能を果たす乙とか港湾運送事業の

課題であり役割でもある。また，製品輸入を実行する需要者のニーズに呼応

しうる組織化 ・高度化を推進する乙とが緊要である。そして機構．施設の整

備・拡充は当然であるが．乙れらを業務遂行の中で有機的に結合させ．成果

を現出させ．顧客の最も欲するサービスを提供するためには優れた人材を必

要とする。人材教育乙そが経営の要である。人材教育の環境整備もまた港湾
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運送事業には大きく課せられている乙とを指摘しておきたい。
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